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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　目的地まで自律的に移動する際に、予め所定のタスクについて設定された経由地ポイン
トに到着したときに、該所定のタスクを実行する自律移動装置において、
　既知の障害物の情報を記憶する既知情報記憶手段と、
　周囲の障害物情報を取得する周囲情報取得手段と、
　前記周囲情報取得手段によって取得された周囲の障害物情報から、前記既知情報記憶手
段に記憶された既知の障害物とは異なる未知の障害物の情報を特定する特定手段と、
　前記特定手段によって未知の障害物の情報が特定された場合に、該未知の障害物に関連
した複数の判断情報を取得する判断情報取得手段と、
　前記タスクの実行をキャンセル又は続行する旨の行動シナリオ以外の行動シナリオであ
って前記タスクを実行するために定義された行動シナリオを含む、複数の行動シナリオを
記憶するシナリオ記憶手段と、
　前記判断情報取得手段によって取得された判断情報に基づいて、前記シナリオ記憶手段
に記憶された複数の行動シナリオの中から、前記タスクの実行に適した一つの行動シナリ
オを選択する選択手段と、
　を備え、
　前記判断情報取得手段は、前記未知の障害物に関連した判断情報として、
　　前記未知の障害物の動きに関する動き情報、
　　前記未知の障害物の自機に対する相対位置に関する相対位置情報、
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　　前記未知の障害物が存在する領域の属性情報、
　のうち少なくとも２つの情報を取得し、
　前記選択手段は、前記判断情報取得手段によって取得された複数の判断情報に基づいて
前記行動シナリオを選択する際に、前記複数の行動シナリオ毎に少なくとも一つの前記判
断情報を用いて演算した総合情報に基づいて前記行動シナリオを選択し、
　前記相対位置情報は、前記未知の障害物が存在する領域の区分に対して、自機の位置を
基準に割り当てられたスコアであることを特徴とする自律移動装置。
【請求項２】
　前記区分は、自機の位置を中心として放射状に伸びた複数の直線と、前記自機の位置を
中心とする複数の同心円によって区分けされていることを特徴とする請求項１に記載の自
律移動装置。
【請求項３】
　前記スコアは、前記タスク毎に前記区分に対して割り当てられていることを特徴とする
請求項１又は２に記載の自律移動装置。
【請求項４】
　前記スコアが割り当てられる区分は、前記周囲情報取得手段によって前記周囲の障害物
情報が取得可能な範囲内であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の自
律移動装置。
【請求項５】
　前記シナリオ記憶手段は、複数の前記タスク毎に前記複数の行動シナリオを記憶し、
　前記選択手段は、それぞれの前記タスクに対応して、前記複数の行動シナリオから一つ
の行動シナリオを選択することを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の自律移
動装置。
【請求項６】
　前記既知情報記憶手段は、前記既知の障害物の情報として、前記既知の障害物の領域を
示す環境地図を記憶し、
　前記特定手段は、前記周囲の障害物情報と前記環境地図とを対比することにより、前記
未知の障害物の情報を特定することを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の自
律移動装置。
【請求項７】
　前記判断情報取得手段は、前記未知の障害物の情報の履歴に基づいて前記動き情報を生
成することを特徴とする請求項１～６に記載の自律移動装置。
【請求項８】
　前記判断情報取得手段は、前記未知の障害物の情報の１サンプル毎に前記動き情報を生
成することを特徴とする請求項１～６に記載の自律移動装置。
【請求項９】
　前記判断情報取得手段は、前記未知の障害物の情報の１サンプル毎に、前記動き情報、
前記相対位置情報、及び前記属性情報を取得することを特徴とする請求項１～６に記載の
自律移動装置。
【請求項１０】
　前記周囲の障害物情報は、自機の走行面より上に存在する障害物の情報であることを特
徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の自律移動装置。
【請求項１１】
　前記周囲情報取得手段は、レーザレンジファインダ、ステレオカメラ、超音波センサの
うち少なくとも一つを含んで構成されることを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項
に記載の自律移動装置。
【請求項１２】
　前記タスクは、エレベータへの乗車であることを特徴とする請求項１～１１のいずれか
１項に記載の自律移動装置。
【請求項１３】
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　前記タスクは、充電ステーションへのドッキングであることを特徴とする請求項１～１
１のいずれか１項に記載の自律移動装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、目的地まで自律的に移動する自律移動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、環境の形状を示す地図情報を予め記憶し、この地図情報とセンサによる周囲
の計測結果とを用いて、障害物を回避しながら目的地まで自律的に移動する自律移動装置
が知られている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に記載の自律移動装置は、走行
面において障害となる凹部を回避するため、走行可能な凹部の情報を地図情報に付加して
記憶し、走行中に地図情報にない凹部がセンサによって検出されると停止する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－１５７６２５公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、自律移動装置には、エレベータへの乗降、充電ステーションへのドッキング
等のタスクを自律的に実行することが求められる場合がある。通常、これらのタスクは、
人などの動く障害物、一時的に置かれた段ボール等、地図情報にない障害物が存在する環
境内で実行される。このため、自律移動装置は、これらの障害物を回避してタスクを実行
する必要がある。
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された自律移動装置のように、地図情報にない障
害物を検出した場合に停止するように設定すれば、タスクの実行が度々キャンセルされる
虞がある。例えば、自律移動装置がタスクとしてエレベータへの乗車を実行する場合、エ
レベータ内の人を検知して乗車をキャンセルした後、タスクの実行を再試行しても、エレ
ベータに人が乗っている限りタスクの実行はキャンセルされることになる。この場合、タ
スクが完了するまでに長時間かかる虞がある。
【０００６】
　一方、地図情報にない障害物が存在する場合であっても、状況に応じてタスクの実行に
適した行動をとることができれば、タスクを早く完了させることができる。
【０００７】
　そこで本発明は、状況に応じてタスクの実行に適した行動をとることが可能な自律移動
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の自律移動装置は、目的地まで自律的に移動する際に所定のタスクを実行する自
律移動装置であって、既知の障害物の情報を記憶する既知情報記憶手段と、周囲の障害物
情報を取得する周囲情報取得手段と、周囲情報取得手段によって取得された周囲の障害物
情報から、既知情報記憶手段に記憶された既知の障害物とは異なる未知の障害物の情報を
特定する特定手段と、特定手段によって未知の障害物の情報が特定された場合に、該未知
の障害物に関連した判断情報を取得する判断情報取得手段と、タスクの実行をキャンセル
又は続行する旨の行動シナリオ以外の行動シナリオであってタスクを実行するために定義
された行動シナリオを含む、複数の行動シナリオを記憶するシナリオ記憶手段と、判断情
報取得手段によって取得された判断情報に基づいて、シナリオ記憶手段に記憶された複数
の行動シナリオの中から一つの行動シナリオを選択する選択手段と、を備えることを特徴
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とする。
【０００９】
　本発明に係る自律移動装置によれば、タスクを実行する際に、取得された周囲の障害物
情報から既知の障害物とは異なる未知の障害物の情報が、特定手段によって特定される。
この未知の障害物の情報が特定された場合、未知の障害物に関連した判断情報が判断情報
取得手段によって取得される。そして、取得された判断情報に基づいて、複数の行動シナ
リオの中から一つの行動シナリオが、選択手段によって選択される。ここで、複数の行動
シナリオには、タスクを実行するために定義された行動シナリオが含まれる。このタスク
を実行するために定義された行動シナリオは、タスクの実行をキャンセル又は続行する旨
の行動シナリオ以外の行動シナリオである。すなわち、タスクの実行をキャンセル又はそ
のまま続行する以外に、タスクの実行に適した行動シナリオを状況に合わせて選択するこ
とができる。従って、未知の障害物が存在する場合であっても、タスクの実行をキャンセ
ルすることなく、状況に応じてタスクの実行に適した行動をとることが可能となる。
【００１０】
　例えば、エレベータへの乗車というタスクを実行する際、エレベータ内の入口付近に居
る人を未知の障害物として特定した場合に、「今から乗車します。」等の発話をするとい
う行動シナリオを選択することが可能となる。これにより、人がエレベータ内の奥に移動
すれば、自律移動装置は人と衝突せずにエレベータに乗車することができる。すなわち、
タスクの実行をキャンセルするのではなく、人に移動してもらうための行動シナリオを状
況に合わせて選択することにより、タスクを早く完了させることができる。なお、シナリ
オ記憶手段によって記憶される複数の行動シナリオには、タスクの実行をキャンセル又は
続行する旨の行動シナリオが含まれていてもよい。
【００１１】
　本発明に係る自律移動装置では、判断情報取得手段が、複数の判断情報を取得し、選択
手段が、判断情報取得手段によって取得された複数の判断情報に基づいて行動シナリオを
選択する際に、複数の行動シナリオ毎に少なくとも一つの判断情報を用いて演算した総合
情報に基づいて行動シナリオを選択することが好ましい。
【００１２】
　この場合、複数の判断情報に基づいて行動シナリオを選択するので、状況により適した
行動シナリオを選択することが可能となる。また、複数の行動シナリオ毎に少なくとも一
つの判断情報を用いて演算した総合情報が利用されるので、複数の行動シナリオ毎に複数
の判断情報を統合した情報が用いられることになる。これにより、複数の判断情報に基づ
いて複数の行動シナリオから１つの行動シナリオを選択するという複雑な情報処理を的確
に実行することができる。
【００１３】
　本発明に係る自律移動装置では、判断情報取得手段が、未知の障害物に関連した判断情
報として、未知の障害物の動きに関する動き情報、未知の障害物の自機に対する相対位置
に関する相対位置情報、及び未知の障害物が存在する領域の属性情報のうち少なくとも２
つの情報を取得することが好ましい。
【００１４】
　この場合、移動を伴うタスクを実行するに当たって、障害物の動き、自律移動装置と障
害物との位置関係、障害物が存在する領域の属性に応じた最適な行動シナリオを選択する
ことが可能となる。
【００１５】
　本発明に係る自律移動装置では、シナリオ記憶手段が、複数のタスク毎に複数の行動シ
ナリオを記憶し、選択手段が、それぞれのタスクに対応して、複数の行動シナリオから一
つの行動シナリオを選択することが好ましい。この場合、実行するタスクに応じて、行動
シナリオを状況に合わせて選択することが可能となる。
【００１６】
　本発明に係る自律移動装置では、既知情報記憶手段が、既知の障害物の情報として、既
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知の障害物の領域を示す環境地図を記憶し、特定手段が、周囲の障害物情報と環境地図と
を対比することにより、未知の障害物の情報を特定することが好ましい。
【００１７】
　この場合、経路計画を立てるために用いる環境地図を利用して、未知の障害物の情報を
特定することができる。また、この場合、自律移動装置は環境地図を用いて経路計画を立
て、その経路上でタスクを実行する際、未知の障害物の情報を特定し、その状況に応じて
行動シナリオを選択する。すなわち、経路計画だけでは対応しきれない未知の障害物に対
応することができる。
【００１８】
　本発明に係る自律移動装置では、判断情報取得手段が、未知の障害物の情報の履歴に基
づいて、上記動き情報を生成することが好ましい。この場合、特定した未知の障害物の情
報を利用して判断情報を生成することができる。
【００１９】
　本発明に係る自律移動装置では、判断情報取得手段が、未知の障害物の情報の１サンプ
ル毎に上記動き情報を生成することが好ましい。更に、本発明に係る自律移動装置では、
判断情報取得手段が、未知の障害物の情報の１サンプル毎に、動き情報、相対位置情報、
及び属性情報を取得することも好ましい。この場合、より状況に適した行動シナリオを選
択することができる。
【００２０】
　本発明に係る自律移動装置では、相対位置情報が、未知の障害物が存在する領域の区分
に対して、自機の位置を基準に割り当てられたスコアであることが好ましい。この場合、
タスクを実行する際に自機と障害物とが干渉する度合いに応じて、区分毎にスコアを設定
することができる。従って、より状況に適した行動シナリオを選択することができる。
【００２１】
　本発明に係る自律移動装置では、区分が、自機の位置を中心として放射状に伸びた複数
の直線と、自機の位置を中心とする複数の同心円によって区分けされていることが好まし
い。この場合、自機を基準とした方向及び距離に応じたスコアを相対位置情報とすること
ができるので、自機に対する未知の障害物の位置に応じて行動シナリオを的確に選択する
ことができる。
【００２２】
　本発明に係る自律移動装置では、スコアが、タスク毎に区分に対して割り当てられてい
ることが好ましい。これにより、タスクに応じた相対位置情報を用いて行動シナリオを選
択することができる。
【００２３】
　本発明に係る自律移動装置では、スコアの割り当てられる区分が、周囲情報取得手段に
よって周囲の障害物情報が取得可能な範囲内であることも好ましい。これにより、記憶す
るスコアの情報量を抑制することができる。
【００２４】
　本発明に係る自律移動装置では、周囲の障害物情報が、自機の走行面より上に存在する
障害物の情報であることも好ましい。このような周囲の障害物情報の中から特定された未
知の障害物の情報を利用することにより、状況に適した行動シナリオを選択することがで
きる。
【００２５】
　本発明に係る自律移動装置では、周囲情報取得手段が、レーザレンジファインダ、ステ
レオカメラ、超音波センサのうち少なくとも一つを含んで構成される。
【００２６】
　本発明に係る自律移動装置では、実行するタスクが、例えばエレベータへの乗車又は充
電ステーションへのドッキングである。
【発明の効果】
【００２７】
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　本発明によれば、状況に応じてタスクの実行に適した行動をとることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本実施形態に係る自律移動装置の構成を説明するための図である。
【図２】自律移動装置が備える未知情報特定部について説明するための図である。
【図３】自律移動装置が備える動き情報生成部について説明するための図である。
【図４】自律移動装置が備える相対位置情報生成部について説明するための図である。
【図５】自律移動装置が記憶する属性地図について説明するための図である。
【図６】自律移動装置が備える属性情報生成部について説明するための図である。
【図７】自律移動装置が生成する判断情報について説明するための図である。
【図８】自律移動装置が備えるシナリオ選択部について説明するための図である。
【図９】自律移動装置による行動シナリオの選択処理の処理手順を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。
【００３０】
　まず、図１を参照して、本実施形態に係る自律移動装置１の構成について説明する。図
１は、本実施形態に係る自律移動装置１の構成を説明するための図である。自律移動装置
１は、人及び物等の障害物を回避して目的地まで自律的に移動する装置である。例えば、
自律移動装置１は、病院等の建物内において一階の現在地から障害物を回避しながら通路
を走行し、エレベータを使って二階に移動し、充電ステーションに自らドッキングする。
【００３１】
　エレベータの乗車及び降車、充電ステーションへのドッキングといった移動を伴うタス
クの実行は、通路の走行に比べて比較的複雑である。このため、自律移動装置１は、タス
クを実行する際に、タスク毎に設定された専用プログラムを起動することで、タスクの実
行に適した情報処理を行い、タスクの実行に適した行動シナリオを状況に合わせて選択し
実行する。
【００３２】
　この自律移動装置１は、金属で形成された中空円柱状の本体１０と、本体１０の下側に
設けられた４つのオムニホイール１１と、オムニホイール１１を駆動する電動モータ１２
を有している。自律移動装置１は、オムニホイール１１の回転によって、走行面において
任意の方向に移動することができる。また、自律移動装置１は、周囲の障害物を検出する
ためのレーザレンジファインダ２０と、自律移動を統合的に制御する電子制御装置３０と
、発話するためのスピーカ３５とを備えている。
【００３３】
　レーザレンジファインダ２０は、本体１０の正面に取り付けられ、自機を中心とした中
心角２４０°の扇状且つ水平方向にレーザを射出し、各射出角度について、障害物により
反射した反射波の伝播時間を計測する。射出角度、及び反射波の伝播時間から算出される
距離が、自律移動装置１の走行面より上に存在する周囲の障害物情報である。すなわち、
レーザレンジファインダ２０は、特許請求の範囲に記載の周囲情報取得手段として機能す
る。レーザレンジファインダ２０の走査範囲は、例えば、自機を中心として半径が４ｍ、
中心角が正面方向を中心にして左右２４０°の扇状の領域である。
【００３４】
　電子制御装置３０は、レーザレンジファインダ２０から出力された計測結果を入力して
、障害物が存在する領域を算出する等の各種演算処理を行い、自律走行を制御する。この
ため、電子制御装置３０は、演算を行うマイクロプロセッサ、マイクロプロセッサに各処
理を実行させるためのプログラム等を記憶するＲＯＭ、演算結果などの各種データを一時
的に記憶するＲＡＭ、及び、その記憶内容が保持されるバックアップＲＡＭ等から構成さ
れている。
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【００３５】
　電子制御装置３０は、バックアップＲＡＭによって構成された記憶部３１を備え、この
記憶部３１には、環境地図３１１が記憶されている。環境地図３１１は、既知の障害物が
占める領域を示す情報である。すなわち、記憶部３１は、特許請求の範囲に記載の既知情
報記憶手段として機能する。なお、既知の障害物が占める領域は、例えば、壁、柱、家具
等が配置された領域であり、自律移動装置１が走行不可能な領域である。
【００３６】
　電子制御装置３０は、環境地図３１１とレーザレンジファインダ２０の計測結果とを用
いて、環境地図３１１上における自己位置を推定しつつ障害物を回避して目的地までの自
律走行を制御する。
【００３７】
　環境地図３１１には、自律移動装置１が実行するタスク毎に経由地ポイントが管理者に
より予め登録されている。電子制御装置３０は、目的地までの走行経路を計画する際に、
実行するタスクの経由地ポイントを通るように経路計画を行う。そして、電子制御装置３
０は、経路上を自律的に移動中、自機が経由地ポイントに到着したことを検出した後、該
当するタスクの実行プログラムを起動し、タスクの実行を開始する。例えば、タスク「エ
レベータ乗車」と関連付けて、エレベータの乗車位置が経由地ポイントとして設定されて
いる。電子制御装置３０は、タスク「エレベータ乗車」と関連付けられた経由地ポイント
に自機が到着したことを検出した後、タスク「エレベータ乗車」の実行を開始する。
【００３８】
　電子制御装置３０は、環境地図３１１にない未知の障害物が検出された場合に、タスク
の実行に適した行動シナリオを状況に合わせて実行するため、未知情報特定部３２、判断
情報取得部３３、シナリオ選択部３４、及び自己位置推定部３６を備える。また、記憶部
３１は、上記の環境地図３１１に加えて、属性地図３１２、及びタスク毎に設定された複
数の行動シナリオを記憶している。すなわち、記憶部３１は、特許請求の範囲に記載のシ
ナリオ記憶手段として機能する。
【００３９】
　自己位置推定部３６は、環境地図３１１上の自己位置を推定する。自己位置推定部３６
は、自己位置を推定するために、例えば、レーザレンジファインダ２０による周囲の障害
物情報から把握される障害物の形状と環境地図３１１の障害物の形状とを照合した結果、
電動モータ１２の回転量等から演算した自律移動装置１の移動量等を用いる。この場合、
自己位置推定部３６は、レーザレンジファインダ２０を原点にして周囲の障害物情報に基
づいて作成されたローカルマップを、自律移動装置１の移動量を考慮して環境地図３１１
と照合することにより、自己位置を推定する。
【００４０】
　未知情報特定部３２は、自己位置推定部３６によって推定された自己位置を基準に、環
境地図３１１の座標系に合わせて周囲の障害物情報を座標変換する。そして、未知情報特
定部３２は、座標変換された周囲の障害物情報の中から、環境地図３１１にない未知の障
害物情報を特定する。すなわち、未知情報特定部３２は、特許請求の範囲に記載の取得手
段として機能する。未知の障害物情報とは、例えば、エレベータ内に存在する人や荷物等
、環境地図３１１にない未知の障害物によって反射した反射波の距離及びその射出角度を
示す情報である。
【００４１】
　図２を参照して、未知の障害物情報を特定する方法を説明する。図２は、未知情報特定
部３２を説明するための図である。図２（Ａ）は周囲の障害物情報を示し、図２（Ｂ）は
、周囲の障害物情報から特定した未知の障害物情報を示している。図２に示す環境地図３
１１において、白色の領域４１は既知の障害物が存在する領域、濃い灰色の領域４２は既
知の障害物が存在しない領域、薄い灰色の領域４３は既知の障害物が存在するか否かが不
明の領域を示す。
【００４２】
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　エレベータ周辺を示す環境地図３１１を一例として説明すると、白色の領域４１は、エ
レベータの籠を構成する３つの壁面を含み、濃い灰色の領域４２のうち領域４１に３方を
囲まれた領域がエレベータの籠内の領域に相当する。ハッチングで示す位置４５は、タス
ク「エレベータ乗車」について登録された経由地ポイントであり、エレベータへの乗車位
置である。この位置４５に自律移動装置１が到着した後、タスクの実行が開始され、レー
ザレンジファインダ２０により例えばエレベータに向けてレーザが出力される。これによ
り、自律移動装置１は、エレベータの籠内を走査し、周囲の障害物情報５０を取得する。
【００４３】
　図２（Ａ）では、レーザレンジファインダ２０によって得られた周囲の障害物情報５０
が矢印で示されている。一つの矢印が、１サンプルの測定結果から得られる一組の射出角
度及び距離を示すセンサ情報である。図２（Ｂ）では、複数の周囲の障害物情報５０のう
ち既知の障害物情報５１が実線の矢印で示され、未知の障害物情報５２が破線の矢印で示
されている。
【００４４】
　既知の障害物情報５１は、環境地図３１１に含まれる既知の障害物により反射した反射
波によるセンサ情報であり、周囲の障害物情報５０と環境地図３１１とを対比することに
より特定される。未知の障害物情報５２は、環境地図３１１にない障害物の情報であり、
未知情報特定部３２によって特定される。未知情報特定部３２は、周囲の障害物情報５０
から、既知の障害物情報５１を差し引いて未知の障害物情報５２を特定する。
【００４５】
　判断情報取得部３３は、未知の障害物情報５２が特定されると、未知の障害物に関連し
た複数の判断情報を取得する。すなわち、判断情報取得部３３は、特許請求の範囲に記載
の判断情報取得手段として機能する。判断情報取得部３３は、周囲の障害物情報５０のう
ち既知の障害物情報５１を差し引いた未知の障害物情報５２を用いて判断情報を生成する
。このように、既知の障害物情報５１を除くことにより、計算量を少なくすることができ
る。
【００４６】
　判断情報は、動き情報、相対位置情報、及び属性情報を少なくとも含む。判断情報取得
部３３は、動き情報を生成するための動き情報生成部３３１、相対位置情報を生成するた
めの相対位置情報生成部３３２、属性情報を生成するための属性情報生成部３３３を備え
る。
【００４７】
　動き情報は、未知の障害物情報５２の測定点が動的か静的を示す情報である。１サンプ
ルの未知の障害物情報は、ある時刻ある測定点に未知の障害物が存在することを示すので
、動き情報生成部３３１は、この未知の障害物情報５２の履歴に基づいて、測定点が動的
か静的を特定する。
【００４８】
　ここで、未知の障害物情報５２の測定点が動的とは、ある時刻ある測定点に未知の障害
物が存在し、別の時刻にその測定点に未知の障害物が存在しない場合をいう。未知の障害
物情報５２の測定点が静的とは、ある時刻ある測定点に未知の障害物が存在し、別の時刻
にもその測定点に未知の障害物が存在する場合をいう。すなわち、未知の障害物が人等の
動くものである場合、未知の障害物の存在する領域が変化することにより、変化があった
部分の測定点は動的と判定される。未知の障害物が荷物等の動かない物である場合、未知
の障害物の存在する領域は変化しないので、その領域内の測定点は静的と判定される。
【００４９】
　動き情報生成部３３１は、所定の時間間隔でｎ（ｎ：自然数）フレームの未知の障害物
情報を取得し、時刻ｔで得られた未知の障害物情報と時刻ｔ－１，ｔ－２，・・・，ｔ－
ｎで得られた未知の障害物情報とをそれぞれ比較し差分処理を行う。動き情報生成部３３
１は、環境地図３１１の座標系に合わせて座標変換された未知の障害物情報５２を用いる
ことにより、自律移動装置１が移動中であっても、取得した時刻の異なる未知の障害物情
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報５２を比較して動き情報を生成することができる。図３を参照して、時刻ｔで得られた
未知の障害物情報と時刻ｔ－１で得られた未知の障害物情報との差分処理について説明す
る。図３は、動き情報生成部３３１を説明するための図である。
【００５０】
　図３（Ａ）は、時刻ｔで得られる既知の障害物情報５１及び未知の障害物情報６１～６
３を示す図である。図３（Ｂ）は、時刻ｔ－１で得られる既知の障害物情報５１及び未知
の障害物情報６４～６６を示す図である。図３（Ｃ）は、時刻ｔで得られた未知の障害物
情報６１～６３と時刻ｔ－１で得られた未知の障害物情報６４～６６とを比較し差分処理
をした結果を示す図である。
【００５１】
　図３（Ｃ）において、二点鎖線の矢印で示した一致サンプル６７は、時刻ｔと時刻ｔ－
１とで一致した未知の障害物情報６１，６４である。実線の矢印で示した不一致サンプル
６８，６９は、時刻ｔに検出され時刻ｔ－１に検出されなかった未知の障害物情報６２，
６３である。不一致サンプル７０，７１は、時刻ｔ－１に検出され時刻ｔに検出されなか
った未知の障害物情報６５，６６である。
【００５２】
　同様に、動き情報生成部３３１は、時刻ｔで得られた未知の障害物情報と時刻ｔ－２，
・・・，ｔ－ｎで得られた未知の障害物情報との差分処理を行う。そして、動き情報生成
部３３１は、全ての時刻について一致したサンプルについては「動きなし」の動き情報を
生成し、それ以外のサンプルについては「動きあり」の動き情報を生成する。このように
して、動き情報生成部３３１は、１サンプル毎に未知の障害物の存在する領域が動的か静
的かを特定する。なお、動きの遅い障害物について、未知の障害物情報５２を得るために
は、フレーム数ｎを十分に大きくすることで対処できる。
【００５３】
　相対位置情報は、未知の障害物が存在する領域の自機に対する相対位置に関する情報で
ある。より具体的には、相対位置情報は、未知の障害物が存在する領域の区分に対して、
自機の位置を基準に割り当てられたスコアである。
【００５４】
　図４を参照して、相対位置情報について説明する。図４は、相対位置情報生成部３３２
を説明するための図である。図４（Ａ）に示されるパイチャート８０を利用して、相対位
置情報生成部３３２は、相対位置情報を生成する。パイチャート８０は、自律移動装置１
の現在位置を中心として放射状に伸びた複数の直線と、自律移動装置１の位置を中心とす
る複数の同心円によって区分けされている。パイチャート８０は、自律移動装置１の現在
位置と進行方向とを基準とした極座標平面であり、自律移動装置１の走行面と平行な面に
対応する。
【００５５】
　パイチャート８０において、レーザレンジファインダ２０によって周囲の障害物情報が
取得可能な走査範囲内の区分にそれぞれスコアが定義されている。すなわち、パイチャー
ト８０において、自律移動装置１の進行方向に位置する扇形形状の領域は、区分毎にスコ
アが割り当てられている。なお、図４では、説明のため、走査範囲が半径１．５ｍ、中心
角１５０度の扇形である場合を示している。
【００５６】
　このスコアは、タスク毎に定義され、記憶部３１によって記憶されている。また、スコ
アは、タスクを実行する際に自機と障害物とが干渉する度合いに応じて、区分毎に設定さ
れている。例えば、図４（Ａ）に示されるように、タスク「エレベータ乗車」について割
り当てられたスコアは、中心ほど高いスコアに設定されると共に、進行方向ほど高いスコ
アに設定されている。すなわち、自律移動装置１がエレベータに向かって前進する際に、
障害物が存在した場合、衝突しやすい領域に高いスコアが設定されている。
【００５７】
　図４（Ｂ）に示すように、相対位置情報生成部３３２は、未知の障害物情報５２とパイ
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チャート８０とを用いて、未知の障害物が存在する領域に割り当てられたスコアを算出す
る。パイチャート８０において、未知の障害物が存在する領域に相当する区分に割り当て
られたスコアが、相対位置情報となる。相対位置情報生成部３３２は、未知の障害物情報
５２のサンプル毎に相対位置情報を生成する。
【００５８】
　属性情報は、未知の障害物が存在する領域の属性を示す情報である。図５を参照して、
属性情報について説明する。図５は、属性情報を説明するための図である。図５（Ａ）は
、環境地図の一例として環境地図３１１を示す。黒色の領域が障害物のない領域を示し、
白色の領域が障害物のある領域を示し、灰色の領域は障害物があるか否か未知の領域を示
している。
【００５９】
　図５（Ｃ）は、属性地図の一例として属性地図３１２を示す。図５（Ｂ）は、説明のた
めに環境地図３１１と属性地図３１２とを重ね合わせた図である。属性地図３１２は、ハ
ッチングで示したエリア９０～９２の位置と関連付けて属性情報を保持している。
【００６０】
　エリア９１は、エレベータの籠内の領域であり、属性情報「エレベータ乗車時検知エリ
ア」と関連付けられている。エリア９１は、エレベータ前の領域であり、属性情報「エレ
ベータ降車時検知エリア」と関連付けられている。エリア９２は、例えば階段の踊り場な
どであり、属性情報「進入禁止エリア」と関連付けられている。
【００６１】
　すなわち、属性地図３１２は、領域の意味が定義された情報である。この属性地図３１
２は、例えば、ディスプレイに表示された環境地図３１１を利用してユーザが作成するこ
とができる。ただし、環境地図３１１と属性地図３１２とは、異なるレイヤーで保存され
、相互に影響を及ぼさないように構成されている。
【００６２】
　属性情報生成部３３３は、図５（Ｃ）に示される属性地図３１２を利用して属性情報を
生成する。図６は、属性情報生成部３３３を説明するための図である。図６（Ａ）は、属
性地図３１２を示している。白色で示すエリア９０が属性情報「エレベータ乗車時検知エ
リア」である。周囲の灰色の領域は、属性情報が設定されていない領域である。図６（Ｂ
）では、既知の障害物情報５１が実線の矢印で示され、未知の障害物情報５２が破線の矢
印で示されている。
【００６３】
　属性情報生成部３３３は、属性地図３１２と未知の障害物情報５２とを用いて未知の障
害物が存在する領域の属性情報を算出する。属性情報生成部３３３は、未知の障害物情報
５２のサンプル毎に属性情報を生成する。図６（Ｂ）に示されるように、６つの未知の障
害物情報５２によって示される未知の障害物が存在する領域の属性は、「エレベータ乗車
時検知エリア」である。なお、属性情報生成部３３３は、環境地図３１１の座標系に合わ
せて座標変換された未知の障害物情報５２を用いることにより、自律移動装置１が移動中
であっても、各時刻に取得された未知の障害物情報５２について、属性地図３１２上の対
応する位置を特定することができる。
【００６４】
　以上説明した動き情報生成部３３１、相対位置情報生成部３３２、及び属性情報生成部
３３３によって、判断情報取得部３３は、未知の障害物情報５２について１サンプル毎に
、３つの判断情報、つまり動き情報、相対位置情報及び属性情報からなるセンサデータ識
別情報を取得する。図７は、判断情報について説明するための図である。
【００６５】
　図７に示されるように、未知の障害物情報５２として３つのサンプルが取得された場合
に、３つのサンプル毎にセンサデータ識別情報が生成される。例えば、センサデータ識別
情報は、動き情報ｍ「動きなし」、相対位置情報ｒ「３３」、属性情報ａ「エレベータ乗
車時検知エリア」を含む。このように、判断情報取得部３３は、サンプル毎にセンサデー



(11) JP 5803054 B2 2015.11.4

10

20

30

40

50

タ識別情報を生成するので、未知の障害物情報５２を全て利用して、分解能の高い判断情
報を生成することができる。
【００６６】
　図８を参照して、シナリオ選択部３４について説明する。図８は、シナリオ選択部３４
を説明するための図である。シナリオ選択部３４は、判断情報取得部３３によって取得さ
れた動き情報、相対位置情報、及び属性情報からなる複数の判断情報に基づいて、複数の
行動シナリオから一つの行動シナリオを選択する。すなわち、シナリオ選択部３４は、特
許請求の範囲に記載の選択手段として機能する。
【００６７】
　複数の行動シナリオは、タスクの実行をキャンセルする旨の行動シナリオ、タスクの実
行をそのまま続行する旨の行動シナリオ、及びタスクを実行するために定義された行動シ
ナリオを含む。なお、タスクを実行するために定義された行動シナリオは、タスクの実行
をキャンセルする旨の行動シナリオ、及びタスクの実行を続行する旨の行動シナリオ以外
の行動シナリオである。例えば、タスクを実行するために定義された行動シナリオは、タ
スクの実行を一時中断すると共に移動を一時停止する、タスクの実行を続行しながら発話
するといった、タスクとは別に定義された行動を実行するためのシナリオである。
【００６８】
　複数の行動シナリオは、タスク毎に定義され、タスクと関連付けて記憶部３１に記憶さ
れている。例えば、タスク「エレベータ乗車」については、４つの行動シナリオＡ１～Ｄ
１が定義され、タスク「充電ステーションへのドッキング」については５つの行動シナリ
オＡ２～Ｅ２が定義されている。
【００６９】
　シナリオ選択部３４は、未知の障害物情報５２のサンプル毎に生成された複数のセンサ
データ識別情報を入力し、タスク毎に定義された状況判断処理を実行する。状況判断処理
として、シナリオ選択部３４は、複数の行動シナリオ毎に少なくとも一つの判断情報を用
いて総合スコアを演算する。行動シナリオ毎に総合スコアを演算するための演算処理が定
義され、その演算処理に用いるパラメータとしての判断情報も行動シナリオ毎に設定され
ている。
【００７０】
　例えば、シナリオ選択部３４は、タスク「エレベータ乗車」について、行動シナリオＡ
１～Ｄ１毎の総合スコアＳ（Ａ１），Ｓ（Ｂ１），Ｓ（Ｃ１），Ｓ（Ｄ１）を演算する。
行動シナリオＡ１の総合スコアＳ（Ａ１）＝ｆ（ｒ，ｍ）は、相対位置情報ｒと動き情報
ｍとを用いて演算するように定義されている。
【００７１】
　総合スコアの演算式は、判断情報から得られる状況において、演算される総合スコアが
候補となる各行動シナリオの適合度合いを示すように定義されている。シナリオ選択部３
４は、行動シナリオ毎に総合スコアを演算した後、総合スコアが最も高い行動シナリオを
選択する。その後、電子制御装置３０が、シナリオ選択部３４によって選択された行動シ
ナリオに沿って行動するように自機の制御を行う。
【００７２】
　例えば、タスク「エレベータ乗車」について定義された行動シナリオＡ１は「実行タス
クの変更（バックする）」であり、タスクの実行をキャンセルする旨の行動シナリオであ
る。行動シナリオＡ１は、例えば、エレベータが満員等、タスクを続行できない場合に選
択される。この行動シナリオＡ１が選択された場合には、実行しているタスクが一旦キャ
ンセルされると共に自律移動装置１がバックし、その後、タスク「エレベータ乗車」が再
試行される。
【００７３】
　行動シナリオＢ１は、「実行タスクの中断（走行の一時停止）」であり、タスクを実行
するために予め定義された行動シナリオである。この行動シナリオＢ１が選択された場合
には、実行しているタスクが一時中断され、自律移動装置１が走行を一時停止する。そし
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て、例えば、自律移動装置１が「今から乗ります。ご注意下さい。」等の発話をした後、
タスクが続行されてもよい。
【００７４】
　行動シナリオＣ１は、「発話」であり、タスクを実行するために予め定義された行動シ
ナリオである。例えば、行動シナリオＣ１は、エレベータ内に人がいる場合に選択される
。この行動シナリオＣ１は、「今から乗ります。スペースを空けて下さい。」等の発話を
行うシナリオであり、エレベータ内の人に移動してもらうための行動シナリオである。こ
の場合、自律移動装置１が状況に合わせた発話を行うことにより、タスクを実行できるよ
うに状況を変えることができる。
【００７５】
　行動シナリオＤ１は、「実行タスクの続行（エレベータに乗車）」であり、タスクをそ
のまま続行する旨の行動シナリオである。この行動シナリオＤ１が選択された場合、自律
移動装置１はそのままエレベータに乗車する。
【００７６】
　また、タスク「充電ステーションへのドッキング」について定義された行動シナリオＡ
２は、実行しているタスクが一旦キャンセルされると共にエラーが通知されるシナリオで
ある。行動シナリオＢ２は、実行しているタスクが一時中断されると共に、走行及び相対
位置検知機能が一時停止されるシナリオである。なお、相対位置検知機能は、充電ステー
ションのドッキング位置と自律移動装置１との相対位置を算出する機能である。行動シナ
リオＣ２，Ｄ２は、タスクを実行するために発話がなされるシナリオである。行動シナリ
オＥ２は、タスクをそのまま続行するシナリオである。
【００７７】
　次に、図９を用いて自律移動装置１の動作について説明する。図９は、自律移動装置１
による行動シナリオの選択処理の処理手順を示すフローチャートである。
【００７８】
　自律移動装置１が、経路に沿って目的地まで自律的に移動する途中で、タスクについて
設定された経由地ポイントに自機が到着した後、該当するタスクの実行が開始される。そ
して、ステップＳ１０１において、周囲の障害物情報５０が、レーザレンジファインダ２
０によって取得される。次に、ステップＳ１０２において、未知の障害物情報５２が、周
囲の障害物情報５０の中から未知情報特定部３２によって特定される。続いて、ステップ
Ｓ１０３～Ｓ１０５において、未知の障害物情報５２のサンプル毎に、動き情報、相対位
置情報、及び属性情報が、判断情報取得部３３によって生成される。これらの判断情報の
生成方法は、上述した通りであるので、ここでは詳細な説明を省略する。
【００７９】
　そして、ステップＳ１０６において、総合スコアが、動き情報、相対位置情報、及び属
性情報を用いて行動シナリオ毎にシナリオ選択部３４によって算出される。続いて、ステ
ップＳ１０７において、最も総合スコアの高い一つの行動シナリオが、シナリオ選択部３
４によって選択される。そして、選択された行動シナリオが実行される。なお、選択され
た行動シナリオが発話を含む場合、予め記憶部３１に記憶された音声情報が、スピーカ３
５から出力される。
【００８０】
　例えば、タスク「エレベータ乗車」が実行される際、未知の障害物がエレベータ内に居
る人である場合には、「今から乗ります。ご注意ください。」と発話する行動シナリオＢ
１が選択される。発話により人が移動すれば、自律移動装置１はエレベータに乗車し、エ
レベータ乗車タスクの実行が完了する。その後、自律移動装置１は、目的地まで自律的に
移動する。
【００８１】
　以上説明した自律移動装置１によれば、タスクを実行する際に、取得された周囲の障害
物情報５０から未知の障害物情報５２が、未知情報特定部３２によって特定される。この
未知の障害物情報５２が特定された場合、未知の障害物に関連した判断情報が判断情報取
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得部３３によって取得される。そして、取得された判断情報に基づいて、複数の行動シナ
リオＡ１～Ｄ１の中から一つの行動シナリオが、シナリオ選択部３４によって選択される
。複数の行動シナリオＡ１～Ｄ１には、タスクの実行をキャンセル又は続行する旨の行動
シナリオ以外の行動シナリオであって、タスクを実行するために定義された行動シナリオ
Ｂ１，Ｃ１が含まれる。すなわち、タスクの実行をキャンセル又はそのまま続行する以外
に、タスクの実行に適した行動シナリオを状況に合わせて選択することができる。従って
、未知の障害物が存在する場合であっても、タスクの実行をキャンセルすることなく、状
況に応じてタスクの実行に適した行動をとることが可能となる。
【００８２】
　また、自律移動装置１では、複数の判断情報に基づいて行動シナリオを選択するので、
状況により適した行動シナリオを選択することが可能となる。また、複数の行動シナリオ
Ａ１～Ｄ１毎に少なくとも一つの判断情報を用いた総合スコアが演算されるので、複数の
行動シナリオＡ１～Ｄ１毎に複数の判断情報を統合した総合情報を用いて行動シナリオが
選択される。これにより、複数の判断情報に基づいて複数の行動シナリオから１つの行動
シナリオを選択するという複雑な情報処理を的確に実行することができる。
【００８３】
　また、自律移動装置１では、動き情報、相対位置情報、及び属性情報からなる複数の判
断情報に基づいて、行動シナリオが選択されるので、移動を伴うタスクを実行するに当た
って、障害物の動き、自律移動装置と障害物との位置関係、障害物が存在する領域の属性
に応じた最適な行動シナリオを選択することが可能となる。また、動き情報、相対位置情
報、及び属性情報は、タスクを実行するに当たって自律移動装置１が移動する領域又はそ
の周囲の領域等、タスクの実行に関わる領域についての情報である。従って、未知の障害
物自体の動き、位置、大きさ等を検出することなく、タスクの実行に適した行動シナリオ
を状況に合わせて選択することができる。
【００８４】
　また、自律移動装置１では、タスク「エレベータ乗車」に対して複数の行動シナリオＡ
１～Ｄ１が定義され、タスク「充電ステーションへのドッキング」に対して複数の行動シ
ナリオＡ２～Ｅ２が定義されている。このため、実行するタスクに応じて、行動シナリオ
を状況に合わせて選択することが可能となる。
【００８５】
　また、自律移動装置１では、経路計画を立てるために用いる環境地図３１１を利用して
、未知の障害物情報５２を特定する。この場合、自律移動装置１は、環境地図３１１を用
いて経路計画を立て、その経路上でタスクを実行する際、未知の障害物情報５２を特定し
、その状況に応じて行動シナリオを選択する。すなわち、経路計画だけでは対応しきれな
い未知の障害物に対応することができる。
【００８６】
　また、自律移動装置１では、タスクを実行する際に自機と障害物とが干渉する度合いに
応じて、区分毎にスコアを設定しているので、より状況に適した行動シナリオを選択する
ことができる。
【００８７】
　また、自律移動装置１では、区分が、自機の位置を中心として放射状に伸びた複数の直
線と、自機の位置を中心とする複数の同心円によって区分けされているので、自機を基準
とした方向及び距離に応じたスコアを相対位置情報とすることができる。従って、自機に
対する未知の障害物の位置に応じて行動シナリオを的確に選択することができる。
【００８８】
　また、自律移動装置１では、スコアが、タスク毎に区分に対して割り当てられているた
め、タスクに応じた相対位置情報を用いて行動シナリオを選択することができる。
【００８９】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明は、上記実施形態に限定される
ものではなく種々の変形が可能である。例えば、上記実施形態では、周囲の障害物情報を
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取得する手段としてレーザレンジファインダ２０を用いたが、レーザレンジファインダ２
０に代えて、ステレオカメラ、超音波センサを用いてもよいし、これらを組み合わせて用
いてもよい。
【００９０】
　また、例えば、上記実施形態では、動き情報として、未知の障害物情報の測定点が動的
か静的を示す情報を用いたが、未知の障害物自体が動的か否かを検出し、その結果を動き
情報として用いてもよい。また、判断情報は、動き情報、相対位置情報、属性情報の組み
合わせに限られない。例えば、判断情報には、未知の障害物が人か否かを示す情報が含ま
れていてもよい。また、上記実施形態では、相対位置情報を生成するためにパイチャート
を用いたが、グリット状に分割されたチャートを用いてもよい。また、タスク、行動シナ
リオは、上記実施形態に限られず、他のタスク、他の行動シナリオであってもよい。
【符号の説明】
【００９１】
　１　自律移動装置
　２０　レーザレンジファインダ
　３０　電子制御装置
　３１　記憶部
　３１１　環境地図
　３１２　属性地図
　３２　未知情報特定部
　３３　判断情報取得部
　３３１　動き情報生成部
　３３２　相対位置情報生成部
　３３３　属性情報生成部
　３４　シナリオ選択部
　５０　周囲の障害物情報
　５１　既知の障害物情報
　５２　未知の障害物情報
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